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主 文

１ 原告の被告横浜市長に対する訴えをいずれも却下する。

２ 原告の被告横浜市に対する請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 被告横浜市長に対する請求

被告横浜市長は，別紙１物件目録記載の建物に係る平成１６年度固定資産課

税台帳の登録価格を２１億１６２６万９４１３円に修正し，これを固定資産課

税台帳に登録する処分をせよ。

２ 被告横浜市に対する請求

(1) 主位的請求

被告横浜市は，原告に対し，７８７５万５８５０円並びに，うち７８７万

５５８５円に対する平成７年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５

８５円に対する平成８年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５

円に対する平成９年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に

対する平成１０年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対

する平成１１年３月１日から支払済みまで，それぞれ年５分の割合による金

員，及び，うち７８７万５５８５円に対する平成１２年３月１日から支払済

みまで，うち７８７万５５８５円に対する平成１３年３月１日から支払済み

まで，うち７８７万５５８５円に対する平成１４年３月１日から支払済みま

で，うち７８７万５５８５円に対する平成１５年３月１日から支払済みまで，
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うち７８７万５５８５円に対する平成１６年３月１日から支払済みまで，そ

れぞれ年７．３パーセントの割合による金員を支払え。

(2) 予備的請求

被告横浜市は，原告に対し，７８７５万５８５０円並びに，うち７８７万

５５８５円に対する平成７年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５

８５円に対する平成８年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５

円に対する平成９年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に

対する平成１０年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対

する平成１１年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対す

る平成１２年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対する

平成１３年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対する平

成１４年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対する平成

１５年３月１日から支払済みまで，うち７８７万５５８５円に対する平成１

６年３月１日から支払済みまで，それぞれ年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

１ 事案の骨子

本件は，別紙１物件目録記載の建物（以下「本件建物」という。）を所有す

る原告が，被告横浜市長（以下「被告市長」という。）が平成１６年度の固定

資産課税台帳に登録した本件建物の価格（以下「本件登録価格」という。）に

重大な錯誤があって「適正な時価」（地方税法（以下「法」という。）３４１

条５号）を上回ると主張し，被告市長に対して本件登録価格の修正処分及び修

正された価格の登録処分をするよう求める（以下「本件義務付けの訴え」とい
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う。）とともに，本件登録価格における上記錯誤によって発生した本件建物に

係る固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という。）の過納金と

同程度以上の過納金が，平成１５年度以前の固定資産税等においても発生して

いたとして，被告横浜市（以下「被告市」という。）に対して，以下の請求を

した事案である。

(1) 平成１１年度から平成１５年度にかかる固定資産税等についての還付金

及びこれに対する還付加算金の請求(以下「本件還付金等請求」という。)並

びに平成６年度から平成１０年度にかかる固定資産税等についての過納金及

びこれに対する利息の不当利得としての返還請求

(2) (1)の予備的請求として，平成６年度から平成１５年度にかかる固定資産

税等についての過納金及びこれに対する利息の不当利得としての返還請求

(3) さらに，(2)の予備的請求として，国家賠償法（以下「国賠法」とい

う。）１条１項に基づく，平成６年度から平成１５年度にかかる固定資産税

等についての過納金相当額及びこれに対する遅延損害金の賠償請求(以下

「本件国家賠償請求」という。)

２ 基礎となる事実

(1) 被告市長は，平成６年度から平成１６年度に至るまで，別紙２別表Ａ欄

記載のとおり，本件建物の価格を決定してきた（以下，平成６年度から平成

１５年度に至るまでの登録価格を「本件各登録価格」，価格決定を「本件各

価格決定」といい，平成１６年度における価格決定を「本件価格決定」とい

う。）。

(2) 原告は，本件建物の所有者として，平成６年度から平成１５年度に至る
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まで，別紙２別表Ｄ及びＥ欄記載のとおり本件建物に係る固定資産税等を課

税され（以下「本件各課税処分」といい，本件各価格決定と併せて「本件各

課税処分等」という。），これらを納付してきた。

(3) 本件建物は平成５年９月１３日に新築され，同年１１月２６日に固定資

産評価員等の実地調査を受け，本件建物の事務所部分（以下「本件事務所部

分」という。）と本件建物の倉庫部分（以下「本件倉庫部分」という。）の

それぞれにつき，平成６年度の固定資産評価額算定のための評価調書が作成

された（甲１，３，４，弁論の全趣旨）。

(4) 固定資産税における課税標準は，当該土地又は家屋の基準年度に係る賦

課期日における価格とされ（法３４９条１項），この価格とは「適正な時価

をいう。」とされている（法３４１条５号）。

そして，総務大臣（平成６年当時は自治大臣）は，固定資産の評価の基準

並びに評価の実施の方法及び手続，すなわち固定資産評価基準を定め，これ

を告示しなければならない（法３８８条１項）とされている。

(5) 固定資産評価基準による家屋の固定資産評価額は，当該家屋の「再建築

費評点数」を求め，これに「損耗の状況による減点補正率」及び必要に応じ

て「需給事情による減点補正率」を乗じて「評点数」を求め，さらに「評点

１点当たりの価額」を乗じて「評価額」を求めることとなる。

そして，上記再建築費評点数を算出する方法には，多少の変遷はあるが，

概ね以下のようなものが示されている。

ア 部分別による再建築費評点数の算出方法

当該家屋の構造の区分に応じ，当該家屋について適用すべき再建築費評
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点基準表によって当該家屋の各部分別に標準評点数を求め，これに補正項

目について定められている補正係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を

乗じて算出した部分別再建築費評点数を合計して求める。

イ 比準による再建築費評点数の算出方法

当該市町村に所在する非木造家屋を，その実態に応じて，構造，程度，

規模等の別に区分し，それぞれの区分ごとに標準とすべき非木造家屋を標

準非木造家屋として定め，これらについてアの方法により再建築費評点数

を付設する。そして，標準非木造家屋以外の非木造家屋で，当該標準非木

造家屋の属する区分と同一の区分に属するもの（比準非木造家屋）の再建

築費評点数は，両家屋の各部分別の使用資材，施工量等の相違を考慮し，

標準非木造家屋の部分別再建築費評点数又は再建築費評点数に比準して付

設する。

ウ 在来分家屋に係る算出方法（乗率比準評価方式。ただし，平成１５年度

評価基準においては別の方式が採られている。）

当該市町村に所在する在来分の非木造家屋を，その実態に応じて，構造，

程度，規模等の別に区分し，それぞれの区分ごとに標準とすべき在来分の

非木造家屋を標準非木造家屋として定め，これらについてアの方法により

再建築費評点数を付設する。そして，標準非木造家屋以外の在来分の非木

造家屋で，当該標準非木造家屋の属する区分と同一の区分に属する在来分

の非木造家屋（比準非木造家屋）の再建築費評点数は，標準非木造家屋の

基準家屋の基準年度における再建築費評点数の前年度における再建築費評

点数に対する割合を求め，当該割合を基準として市町村長が定めた率（評
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点変動率）を比準非木造家屋の前年度における再建築費評点数に乗じて求

める。

(6) 原告は，平成１６年６月４日付けで本件価格決定につき横浜市固定資産

評価審査委員会に審査申出をしたが，同委員会は同年１１月３０日付けでこ

れを却下する旨の決定をした（甲７）。

第３ 争点

１ 本件義務付けの訴えの適法性

２ 本件登録価格に重大な錯誤（法４１７条）が認められるか。

３ 本件各課税処分等に無効原因が認められるか。

４ 本件各課税処分等の違法を理由とする国家賠償請求は認められるか。

５ 原告の過納金額ないし損害額

第４ 争点に関する当事者の主張

１ 争点１（本件義務付けの訴えの適法性）について

(1) 被告市長の主張

ア 法４３４条２項との関係について

(ア) 本件義務付けの訴えは，本件登録価格が違法に高額であるとして，

その修正を求めるものであるが，登録価格について不服のある納税者は

固定資産評価審査委員会（以下「審査委員会」という。）に対して審査

の申出をすることができ（法４３２条１項），審査の決定に不服があれ

ばその取消訴訟を提起することができるが（法４３４条１項），登録価

格に対する不服はこれらの方法によってのみ争うことができるとされて

いる（法４３４条２項）。このように，法は，登録価格に関する争いに
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ついては，審査委員会に排他的管轄を認めており，登録価格決定に重大

明白な違法があって無効とされる場合を除き，審査委員会の審査を経な

いで登録価格の修正等を求める義務付け訴訟を提起することは許されな

い。

(イ) なお，本件登録価格は，基準年度のものではなく，法が例外的に許

容する場合を除いては審査委員会に審査申出をすることができないが

（法４３２条１項ただし書），そのことから本件登録価格について直ち

に義務付け訴訟等をすることができるとしたのでは，法が第三者機関で

ある審査委員会を設けた趣旨や審査申出期間を６０日に限った趣旨を無

視することになるから，上記審査申出ができない場合には義務付け訴訟

を提起できるといった解釈は採り得ない。

(ウ) また，原告が指摘する最高裁平成１７年４月１４日第一小法廷判決

は，「その旨を登記機関に申し出て，前項の通知をすべき旨の請求をす

ることができる」と規定する登録免許税法３１条２項所定の請求の手続

によらなくても過誤納金の還付請求ができるとしたものであって，法４

３２条１項及び４３４条２項が問題となる本件とは前提となる法令の内

容を異にする。

(エ) 以上から，本件義務付けの訴えは，法４３４条２項，４３２条１項

に照らし不適法である。

イ 義務付け訴訟の訴訟要件（行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）

３７条の２）について

後記(2)イの原告の主張は争う。
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(2) 原告の主張

ア 法４３４条２項との関係について

(ア) 固定資産の価格評価等に関する資料は，行政庁の側に偏在している

ところ，登録価格の審査申出期間が２か月余りしかない（法４３２条１

項）のは，それ自体が短期にすぎる上に，申告納税方式による国税でさ

え法定申告期限から１年間の更正が認められること（国税通則法２３条

１項）とのバランスを欠くものであって，被告市長の主張するような形

で，登録価格に関する争いについて審査委員会に排他的管轄を認めるの

は妥当でない。

(イ) この点，法が，登録価格に関する争いについて審査委員会に排他的

管轄を認めている事項は，法４３２条１項の規定により審査委員会に審

査を申し出ることができる事項に限られ（法４３４条２項），それ以外

の事項については何ら規定していない。そうすると，本件登録価格は基

準年度のものではなく，審査委員会に審査を申し出ることのできない事

項であるから，これについて審査委員会の審査を経ずに義務付け訴訟等

を提起しても同項に反することにはならないというべきである。

(ウ) さらに，過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許

税法３１条２項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付請求をす

ることを認めた最高裁平成１７年４月１４日第一小法廷判決は，登記機

関への請求に１年の期間制限を設けた登録免許税法３１条２項による手

続の排他性を否定する理由として，納付不足額徴収の場合と還付金返還

請求の場合との消滅時効期間の権衡，及び登録免許税のような賦課課税
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方式の下では，申告納税方式とは異なり，税額の算定が納税義務者の自

己責任であるとして法的安定性を優先させることができないことを挙げ

ている。これらの事情は本件についても認められ，上記判例に照らして

も法４３２条１項，４３４条２項によらないで登録価格を争うことは許

されるというべきである。

(エ) したがって，本件義務付けの訴えは，法４３２条１項，４３４条２

項に反するものではない。

イ 義務付け訴訟の訴訟要件（行訴法３７条の２）について

(ア) 重大な損害（同条１項，２項）

本件登録価格には重大な錯誤があるところ，これが正されなければ，

原告は平成１６年度及び本件登録価格が据え置かれる平成１７年度の固

定資産税等において毎年約７８７万円を過納することとなり，その後の

年度も同様の過納が継続する蓋然性が高く，損害の程度は大きい。これ

らの損害は，財産的損害ではあるが，不当利得返還請求等の金銭的請求

によっては必ずしも適切に回復できないものである。また，原告が義務

付けを求める処分が第三者の権利利益に何ら影響するものでない性質の

ものであることも併せ考えると，当該処分がされないことにより，原告

に重大な損害が生じるおそれがあるといえる。

(イ) 他に適当な方法がないこと（行訴法３７条の２第１項）

本件登録価格は基準年度のものではないため，審査委員会への審査申

出により争うことは原則としてできず（法４３２条１項ただし書），現

に横浜市審査委員会は原告の審査申出を却下している（甲７）。
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また，固定資産税等は，賦課された税額を全額納めるまでは金銭的請

求をすることができず，金銭的請求も原告に生じる上記重大な損害を避

けるための適当な方法とはいいがたい。

したがって，本件義務付けの訴え以外に，上記重大な損害を避けるた

めの適当な方法はない。

(ウ) 原告適格（行訴法３７条の２第３項，４項）

原告は本件建物の所有者として固定資産税等を課されている者であっ

て，固定資産税等の税額は登録価格に税率を乗じて自動算定されるもの

であるから，本件登録価格の修正等の処分を求めるにつき，当然に法律

上の利益を有する。

(エ) したがって，本件義務付けの訴えは，義務付け訴訟の訴訟要件（行

政事件訴訟法３７条の２）を満たしている。

２ 争点２（本件登録価格に重大な錯誤（法４１７条）が認められるか）につい

て

(1) 本件登録価格の重大な錯誤

ア 原告の主張

本件登録価格は平成１６年度のものであるところ，これを算定する基礎

となった再建築費評点数は，平成６年度の再建築費評点数（以下「平成６

年度評点数」という。）に評点変動率等を乗じて算出されたものであるか

ら，平成６年度評点数に重大な錯誤があれば，本件登録価格にも重大な錯

誤が認められることになる。そして，平成６年度評点数には，以下の(2)

及び(3)で述べる理由により重大な錯誤が認められる。



- 11 -

イ 被告市長の主張

後記(2)及び(3)に関する原告の主張には，いずれも理由がなく，平成６

年度評点数に重大な錯誤はないから，本件登録価格にも重大な錯誤は認め

られない。

(2) 平成６年度における被告市の固定資産評価事務取扱要領（以下「平成６

年度市取扱要領」という。）の違法性

ア 原告の主張

(ア) 平成６年度評点数は，平成６年度市取扱要領に基づいて算出された

ものであるところ，同要領は，平成６年度の固定資産評価基準（以下

「平成６年度評価基準」という。）と比較した場合，補正項目について

以下のような欠落が認められる（甲２１，乙２）。

ａ 給水設備

平成６年度評価基準において存在する「集中性」・「設備の多

少」・「水槽の程度」による補正項目が，平成６年度市取扱要領にお

いては存在しない。

ｂ 排水設備

平成６年度評価基準において存在する「方式」・「集中性」・「設

備の多少」・「管財」による補正項目が，平成６年度市取扱要領にお

いては存在しない。

ｃ 動力配線設備

平成６年度評価基準において存在する「動力負荷」による補正項目

が，平成６年度市取扱要領においては存在しない。
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ｄ 電灯コンセント配線設備

平成６年度評価基準において存在する「配置」による補正項目が，

平成６年度市取扱要領においては存在しない。

ｅ 蛍光灯用器具設備

平成６年度評価基準において存在する「配置」による補正項目が，

平成６年度市取扱要領においては存在しない。

ｆ 拡声器配線設備

平成６年度評価基準において存在する「器具数」による補正項目が，

平成６年度市取扱要領においては存在しない。

ｇ 電気時計配線設備

平成６年度評価基準において存在する「器具数」による補正項目が，

平成６年度市取扱要領においては存在しない。

ｈ ガス設備

平成６年度評価基準において存在する「集中性」による補正項目が，

平成６年度市取扱要領においては存在しない。

ｉ 火災報知設備

平成６年度評価基準において存在する「感知方式」による補正項目

が，平成６年度市取扱要領においては存在しない。

ｊ 避雷設備

平成６年度評価基準において存在する「突針数」による補正項目が，

平成６年度市取扱要領においては存在しない。

(イ) この点，被告市長は，後記イ(ウ)において，給水設備，排水設備，
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動力配線設備，電灯コンセント配線設備，ガス設備における各補正項目

については，平成６年度評価基準で数項目に分けられていた補正項目を，

平成６年度市取扱要領においては「規模」による補正の項目に併合した

にすぎない旨主張するが，平成６年度市取扱要領におけるこれらの各設

備の「規模」の補正係数はすべて同じであること，併合されたとされる

平成６年度評価基準の各補正項目の連乗補正係数と平成６年度市取扱要

領の「規模」の補正係数とを比較すると，その値に大きな差があること

から，補正項目を併合したにすぎないとの被告らの主張には合理性がな

い。

(ウ) 平成６年当時，法３８８条は，自治大臣（当時。以下同じ。）が固

定資産評価の基準を定め，これを告示することとしていた。そして，上

記告示に当たる平成６年度評価基準は，市町村長は，評点基準表に所用

の評点項目及び標準評点数がないとき，その他家屋の実態から見て特に

必要のあるときは評点基準表について所要の補正を行い，また，当該家

屋の構造等からみて評点基準表を適用して評価することが困難なものが

あるとき，若しくは適当でないものがあるときは，当該家屋の実態に応

じた評点基準表を作成してこれを適用することができるとしている。

しかし，平成６年度市取扱要領は，上記のような評点基準表を適用で

きない等の事由に基づくものではない。

平成６年度市取扱要領における上記(ア)のような補正項目の欠落は，

いずれも家屋の実態と無関係に，合理的理由もなく補正の仕方を簡易化

したものであり，同要領には重大な欠陥がある。平成６年度評価基準に
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おける上記規定の趣旨は「適正な時価」（法３４１条５号）算定の正確

性を一層期することにあるから，評価の簡便化として平成６年度評価基

準の評点基準表の精度に及ばないような基準を設定することは許されな

い。

イ 被告市長の主張

(ア) 原告が争っているような再建築費評点基準表の一般的合理性につい

ても，審査委員会が審査する権限を有しており（東京高等裁判所平成１

７年７月１３日判決（乙３）参照），平成６年度市取扱要領の合理性を

争う場合も，まず審査委員会に審査の申出をする方法によるべきである

（法４３２条１項）。この点，原告はこのような審査の申出を行ってい

ないから，本件訴訟で平成６年度市取扱要領の合理性を争うことは許さ

れない。

(イ) また，法が固定資産の評価は固定資産評価基準によらなければなら

ないとしたのは，大量の固定資産についてより均衡のとれた評価を行う

ためであって，より詳細で精度の高い評価をするためではないから，平

成６年度評価基準から補正項目が一部欠落しているとしても，それによ

り平成６年度市取扱要領が直ちに違法となるものではない。

(ウ) この点，平成６年度市取扱要領における補正項目は，以下のとおり，

平成６年度評価基準の本質が損なわれない範囲で，一定の合理的理由に

より一部の補正項目を減らしたか，他の項目と併合したものにすぎない

から，同要領を適用したことが重大な錯誤となることはない。

ａ 給水設備
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平成６年度市取扱要領においては，平成６年度評価基準にある「規

模」・「集中性」・「設備の多少」の３つの補正項目を「規模」の補

正項目にまとめたほか，「水槽の程度」は補正項目として考慮しない

ことにしている。

「規模」による補正は，床面積が大きくなればなるほど１平方メー

トル当たりの資材の使用量や工事費が下がることに着目した補正であ

り，「集中性」及び「設備の多少」による補正は，いずれも評価対象

家屋に設置された給水設備の配管などの設置位置や設置数といった設

備の密度によって，資材の使用量や工事費等が異なることに着目した

補正であるが，設備の密度は通常，建物全体でみると床面積が大きく

なればなるほど小さくなるものであり，「集中性」及び「設備の多

少」は床面積との結びつきが強い。そこで，これらの補正項目は，延

べ床面積に応じて補正係数を選択する「規模」に含めて考慮すること

としたものである。

ｂ 排水設備

平成６年度市取扱要領においては，平成６年度評価基準にある「規

模」・「集中性」・「設備の多少」の３つの補正項目を給水設備と同

様の理由（上記ａ）から「規模」の補正項目にまとめた。また，「方

式」による補正は，直接公共下水道に流せるかをみるものであるが，

横浜市の場合にはほとんどの地域で直接放流が可能なため標準の１．

０とし，「管財」による補正は，排水管の材質によって増減補正する

ものであるが，一つの家屋でも排水の種類によって数種の材質が使わ
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れているのが現状であり，実際の評価において標準の１．０以外の補

正係数を適用する場合が少ないことから，これについても補正項目と

して考慮しないこととしたものである。

ｃ 動力配線設備

平成６年度市取扱要領においては，平成６年度評価基準にある「規

模」・「動力負荷」の各補正項目を「規模」の補正項目にまとめた。

すなわち，「規模」による補正は，床面積が大きくなればなるほど１

平方メートル当たりの資材の使用量や工事費が下がることに着目した

補正であるのに対し，「動力負荷」による補正は，評価対象家屋に設

置された動力配線設備の動力機器類の規模や設置数といった設備の密

度によって，資材の使用量や工事費等が異なることに着目した補正で

ある。この点，設備の密度は通常，建物全体でみると床面積が大きく

なればなるほど小さくなるもので，「動力負荷」は床面積との結びつ

きが強いから，延べ床面積に応じて補正係数を選択する「規模」の補

正項目に含めて考慮することとしたものである。

ｄ 電灯コンセント配線設備

平成６年度市取扱要領においては，平成６年度評価基準にある「規

模」・「配置」の各補正項目を「規模」の補正項目にまとめた。すな

わち，「規模」による補正は，床面積が大きくなればなるほど１平方

メートル当たりの資材の使用量や工事費が下がることに着目した補正

であるのに対し，「配置」による補正は，評価対象家屋に設置された

電灯コンセント配線関連設備の設置数，設置方法，設置密度によって，
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資材の使用量や工事費等が異なることに着目した補正である。この点，

設備の密度は通常，建物全体でみると床面積が大きくなればなるほど

小さくなるもので，「配置」は床面積との結びつきが強いから，延べ

床面積に応じて補正係数を選択する「規模」の補正項目に含めて考慮

することとしたものである。

ｅ 蛍光灯用器具設備

平成６年度市取扱要領では，平成６年度評価基準にある「配置」及

び「室内色」による補正を考慮していない。すなわち，「配置」によ

る補正は照明器具の配置の多少により必要な工事が増減することを補

正するもの，「室内色」による補正は窓からの採光の多少等による室

内の明暗により同じ明るさを得るための照明器具の数，種類等に変化

が生じることから設けられている補正項目である。他方，「天井高」

による補正は，天井が高ければ高いほど明かりが届きにくくなるため，

より強度の照明が必要になるといったように，天井の高低により同じ

明るさを得るための照明器具の数，種類等に変化が生じることから設

けられている補正項目である。そして，「天井高」及び「室内色」に

よる補正は，「配置」補正の安全弁とされており（乙７），これら３

つの項目は互いに補う関係にあることから，平成６年度市取扱要領に

おいては，より簡易明瞭な「天井高」による補正を行うことで，「配

置」及び「室内色」による補正も網羅することが可能と考え，後二者

を独立した補正項目としては考慮しなかったものである。

ｆ 拡声器配線設備
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平成６年度市取扱要領では，拡声器配線設備について，平成６年度

評価基準にある「器具数」及び「程度」による補正のうち，「器具

数」による補正については考慮しないこととしている。拡声器につい

ては，どのような機器であっても音量に大きな差異はなく，建物の間

取り等の状況によっては多少の相違はあるものの，ほとんどの建物で

面積当たりの器具数に大きな違いはないので，器具数による補正は考

慮しないこととしたものである。

ｇ 電気時計配線設備

平成６年度市取扱要領では，電気時計配線設備についても，拡声器

配線設備（上記ｆ）と同様，建物の間取り等の状況によっては多少の

相違はあるものの，ほとんどの建物で面積当たりの器具数に大きな違

いはないので，平成６年度評価基準にある「器具数」による補正は考

慮しないこととした。

ｈ ガス設備

平成６年度市取扱要領では，平成６年度評価基準にある「規模」・

「集中性」・「設備の多少」の３つの補正項目を「規模」の補正項目

にまとめた。すなわち，「規模」による補正は，床面積が大きくなれ

ばなるほど１平方メートル当たりの資材の使用量や工事費が下がるこ

とに着目した補正であり，「集中性」及び「設備の多少」による補正

は，いずれも評価対象家屋に設置されたガス使用口の設置位置やガス

カランの設置数といった設備の密度によって，資材の使用量や工事費

等が異なることに着目した補正であるが，設備の密度は通常，建物全
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体でみると床面積が大きくなればなるほど小さくなるものであり，

「集中性」及び「設備の多少」は床面積との結びつきが強い。そこで，

これらの補正項目は，延べ床面積に応じて補正係数を選択する「規

模」による補正に含めて考慮することとしたものである。

ｉ 火災報知設備

平成６年度市取扱要領では，平成６年度評価基準にある「施設範

囲」，「感知方式」，「間仕切」について補正項目としては考慮しな

いこととしている。「感知方式」による補正は，感知器の機種に応じ

て補正するもので，煙感知方式のものを標準とし，それ以外の場合に

減額補正を行うものであるが，消防法令によれば，階段やエレベータ

には煙感知方式のものの設置が義務づけられており，大抵の建物に煙

感知方式が設置されていることから補正項目として考慮していないも

のである。

ｊ 避雷設備

平成６年度市取扱要領では，平成６年度評価基準にある「突針数」

による補正は考慮していない。「突針数」による補正は，針数が増え

ることによって，工事費用の１本当たりの単価が低くなることに着目

したものであるが，１基の場合が標準の１．０，それ以上は何本増え

ても０．８と規定しているにすぎず，避雷設備については建物の高さ

による補正を行うことで足りると考えられたため，突針数は考慮しな

いこととしたものである。

(3) 平成６年度評点数における個々の部分別評点付設の誤り
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ア 原告の主張

(ア) 主体構造部について

捨てコンクリート（本件事務所部分１２０立方メートル，本件倉庫部

分３９．５立方メートル）については，鉄筋が使用されていないから無

筋コンクリートとして評価すべきところ，被告市は誤って鉄筋コンクリ

ートとして評価している。

また，土間コンクリート（本件事務所部分１９４立方メートル，本件

倉庫部分５５．９立方メートル）についても，鉄筋が使用されていない

から無筋コンクリートとして評価すべきところ，被告市は誤って鉄筋コ

ンクリートとして評価している。

そのため，鉄筋コンクリートの使用量が，本件建物全体で４０９．４

立方メートル過大に計上され，その結果本件建物の床面積１平方メート

ル当たりの鉄筋コンクリート使用量が０．００７立方メートル過大に評

価されている。被告らは，上記の点を些細なもののように主張するが，

これにより本件建物は９２１万６９５３円も高額に評価されている。

(イ) 基礎について

本件倉庫部分には，地階が無いにもかかわらず，地階ありとして評点

が過大に算定されている。また，根切り工事にかかる地盤補正率は１．

５とされているが，本件建物の敷地は普通の地盤で湧水量も少なく，根

切り工事が困難でない地盤であるから，必要な工事も通常の山留工事・

排水工事であって，１．０とされるべきである。

(ウ) 床仕上げについて
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長尺塩化ビニルシートの評点に，クッションフロア硬質（標準評点４

３００点）の評点が使用されているが，素材の類似性という点からすれ

ば，平成６年度評価基準の「塩化ビニルタイル」（平成６年度市取扱要

領の「合成樹脂タイル」に相当する。）・軟質タイル（標準評点２６０

０点）を選択すべきであった。

(エ) 屋根仕上げについて

本件倉庫部分の屋根仕上面積として，スロープ部分の防水面積を算入

しているが，これは算入すべきものではなかった。

(オ) 給水設備について

本件事務所部分については，規模補正の補正係数を１．０ではなく，

０．８６とすべきであった。

また，本件倉庫部分については，平成６年度評価基準に示されてい

る「集中性」及び「設備の多少」による補正をする必要がある（上記

(2)ア(ア)ａ）。この点，本件倉庫部分は，男女別トイレ，湯沸場等が

各階一個程度しかないから給水設備が「局部的に集中しているもの」

に当たり，「集中性」の補正係数は０．８となる。また，「設備の多

少」の補正については，床面積１００平方メートル当たりの水栓数に

より補正係数が決まるところ，本件倉庫部分は水栓数が２２個である

から，床面積を考慮して補正係数を計算すると０．０３となる。した

がって，本件倉庫部分の部分別評点数は，被告市の算定した１０５２

点に，上記「集中性」及び「設備の多少」の補正係数をそれぞれ乗じ

て２５点とすべきであった。
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(カ) 排水設備について

本件事務所部分については，規模補正の補正係数を１．０ではなく，

０．８６とすべきであった。

また，本件倉庫部分については，平成６年度評価基準にある「方式」，

「集中性」及び「設備の多少」による補正をする必要がある（上記(2)

ア(ア)ｂ）。この点，本件倉庫部分については，排水を直接公共下水道

へ放流できないから，「方式」の補正係数は１．３となり，「集中性」

及び「設備の多少」にかかる補正係数は，上記(オ)と同様にして，それ

ぞれ０．８及び０．０３となる。したがって，本件倉庫部分の部分別評

点数は，被告市の算定した１５５０点に，上記「方式」，「集中性」及

び「設備の多少」の補正係数をそれぞれ乗じて４２点とすべきであった。

(キ) 換気設備について

空調設備や冷暖房設備がある場合には，吹出口から吹き出す空気の３

０％程度は常時新鮮な外気を取り入れてフィルターで洗浄したものと取

り替えており，これらに加えて換気設備の評価を行うと二重評価となる。

したがって，「換気設備」の項目は，空調設備や冷暖房設備がなくて，

換気設備がある場合にのみ評点を付設すべき項目ということになる。本

件建物には冷暖房設備が設置されているから，換気設備を計上すること

は二重計上となり妥当でない。

(ク) 仮設工事について

仮設工事の評点数は，① 仮設の難易度による補正係数と② 建物規模

による補正係数を掛け合わせて算出される。
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この点，①による補正は，周囲の状況，交通の便否規模等からみて普

通か，困難か，簡単かという視点から行う補正であるところ，本件建物

は幹線の間近にあり，幅の広い整理された道路に囲まれているから，補

正係数としては「簡単なもの」として０．７を採用すべきである。なお，

本件建物の北面の一部に道路一本を隔てて磯子消防署水上消防出張所の

建物が存在するが，仮設工事の内容（建物を建築する場合に必要とされ

る敷地の仮囲，水盛，遺方，足場等の準備工事又は工事中の保安のため

必要とされる仮設工事）に照らせば，上記消防出張所の建物の存在は，

本件建物の仮設工事の難易に格別の影響を与えるものではない。

また，②の補正については，本件事務所部分は７階建てであるから補

正係数を１．２とすることに誤りはないが，本件倉庫部分は６階建てで

あるから補正係数１．０を選択すべきである。

(ケ) 床構造について

平成６年度評価基準によれば，鉄骨鉄筋コンクリート造の場合，床構

造が軸部構造と同質の資材で単一の施行で建築されていることが多いた

め，主体構造部の標準評点数に床構造が含まれているが，軸部構造と同

じ資材によって床構造が施行されている場合でも使用資材数量が不明確

なものとして主体構造を評価した場合には，最下階の床構造について別

途床構造として評点を付設することとされている。

被告市は，本件建物の床構造につき別途評点を付設しているが，本件

建物は鉄骨鉄筋コンクリート造であり，かつ使用量明確として主体構造

が評価されていることから，床構造について別途評点を付設するのは誤
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りである。

(コ) 天井仕上げについて

被告市は，本件倉庫部分の天井仕上げ面積に外部の軒天・グラスウー

ル化粧保温板やＥＬＤ・壁，天井グラスウール化粧保温板まで含めてい

るが，これらは天井仕上げ面積に含ませるべきではない。

また，本件倉庫部分について，０．９２４という補正係数は，根拠が

明らかではなく，過大なものである。

(サ) 動力配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｃのとおり，平成

６年度評価基準にある「動力負荷」の補正項目が欠けており，この点に

よる補正を考慮しないことは違法である。

この点，動力負荷が「普通のもの」（補正項目「標準」）とは，延べ

床面積１００平方メートル当たりの設置台数が７台程度で，負荷容量が

５キロワット程度のものであるところ，本件倉庫部分は，延べ床面積２

４８７５．３７平方メートルについて負荷容量が７８０キロワットであ

るから，動力負荷は「標準」の場合の０．６２７倍となる（７８０キロ

ワット÷２４８７５．３７平方メートル×１００平方メートル÷５キロ

ワット）。また，本件事務所部分は，延べ床面積４５２４．８０平方メ

ートル，負荷容量が２０２．６７キロワットであるから，動力負荷は

「標準」の場合の０．８９６倍となる（２０２．６７キロワット÷４５

２４．８０平方メートル×１００平方メートル÷５キロワット）。

そして，計算により明確に算定できる減点補正率がある場合には，こ
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れを適用することでより正確に「適正な時価」を算定できるから，上記

計算結果から，動力負荷にかかる補正係数は，本件倉庫部分については，

０．６２７，本件事務所部分については，０．９０を採用すべきである。

また，規模補正の係数は，本件倉庫部分及び本件事務所部分ともに０．

８６とすべきであるから，前者の補正係数は０．５４，後者の補正係数

は０．７７とすべきであった。

(シ) 電灯コンセント配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｄのとおり，平成

６年度評価基準にある「配置」の補正項目が欠けており，この点による

補正を考慮しないことは違法である。

この点，「配置」補正は，電灯コンセント配線設備の末端までの配線

量等が，照明器具やコンセント等がどれくらいの数量で設置されている

か，また，それらの配置状況いかんによって変わってくる点に着目して

される補正であるところ，本件倉庫部分には電灯が１７３７灯，コンセ

ントが１９１箇所あることから，延べ床面積を考慮して「配置」の補正

係数は０．２５となり，被告市はこのような補正をすべきであった。

さらに，本件事務所部分については，規模補正の補正係数を１．０で

はなく，０．８６とすべきであった。

(ス) 蛍光灯用器具設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｅのとおり，平成

６年度評価基準にある「配置」の補正項目が欠けており，この点による

補正を考慮しないことは違法である。
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この点，「配置」補正は，蛍光灯用器具の配置の多少により，これに

必要な工事費等が増減することを補正しようとする項目で，配置の多少

は建物の用途，構造により異なるのが一般的である４０ワット用の埋込

蛍光灯用器具の設置床面積１平方メートル当たりの設置個数により補正

係数が定まる。そうすると，本件倉庫部分については，蛍光灯のワット

数及び個数並びに本件倉庫部分の延べ床面積を考慮して，本件倉庫部分

には０．２４，本件事務所部分には０．７４の補正係数を適用すべきで

あった。

(セ) 拡声器配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｆのとおり，平成

６年度評価基準にある「器具数」の補正項目が欠けており，この点によ

る補正を考慮しないことは違法である。

この点，「器具数」の補正は，スピーカー１個当たりの設置床面積に

より補正係数が定まるところ，本件倉庫部分はスピーカーの個数が７５

個であるから延べ床面積を考慮して補正係数は０．２４，本件事務所部

分はスピーカーの個数が９３個であるから，延べ床面積を考慮して補正

係数は０．８８となる。

(ソ) 電気時計配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｇのとおり，平成

６年度評価基準にある「器具数」の補正項目が欠けており，この点によ

る補正を考慮しないことは違法である。

この点，「器具数」による補正は，電気時計配線設備の配線に係る工
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事費を配線延長と器具数の多少によって補正しようとするものであり，

子時計１個当たりの設置床面積によって補正係数が決まるところ，本件

倉庫部分については子時計の個数が４２個であるから（甲５の３），延

べ床面積を考慮して補正係数は０．２１，本件事務所部分は子時計の個

数が３９個であるから（甲５の３），延べ床面積を考慮して補正係数は

１．１９となる（この点は，１．０とした被告市の評価よりも高くな

る）。

(タ) ガス設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｈのとおり，平成

６年度評価基準にある「集中性」の補正項目が欠けており，この点によ

る補正を考慮しないことは違法である。

この点，「集中性」による補正は，ガス設備をその設置場所との関係

で把握しようとするもので，ガス使用口の多少によって行うものではな

く，ガス使用口が各階とも一定の場所に設けられているか分散して設け

られているかを基準として行うものである。そして，減点補正事由の

「局部的に集中しているもの」とは，湯沸器が各階ごとになく，１階ご

とに１箇所程度のものであるところ，本件事務所部分はこれに当たるの

で，「集中性」の補正項目は０．８となる。さらに，本件事務所部分の

ガス設備については，「規模」の補正（補正係数０．９８）及びガスの

種類がプロパンガスであることから「基準」の補正（補正係数０．９

３）も行われるべきである。

これらの補正係数を掛け合わせると，本件事務所部分のガス設備の連
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乗補正係数は０．７３となる。

(チ) 火災報知設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｉのとおり，平成

６年度評価基準にある「感知方式」の補正項目が欠けており，この点に

よる補正を考慮しないことは違法である。

そして，本件倉庫部分と本件事務所部分の感知方式は，いずれも「煙

感知器なしスポット型方式のもの」であるから，「感知方式」による補

正係数は０．９０である。さらに，いずれの部分についても，「規模」

による補正（補正係数０．８６）がされるから，結局，連乗補正係数は

０．７２となる。

(ツ) 消火栓について

本件倉庫部分，本件事務所部分のいずれについても，「規模」による

補正として，補正係数０．８６とされるべきであり，本件事務所部分に

ついてこの補正をしなかった被告市の評価は誤りである。

(テ) 避雷設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)ア(ア)ｊのとおり，平成

６年度評価基準にある「突針数」の補正項目が欠けており，この点によ

る補正を考慮しないことは違法である。

この点，本件建物については，避雷針が２基以上あるから「突針数」

の補正係数０．８が適用される。また，本件事務所部分の高さは２８．

５５メートルであるから「建物の高さ」による補正係数は０．９９であ

るが，本件倉庫部分の高さは２４．６５メートルであるから「建物の高
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さ」による補正係数は０．９７となる。

そうすると，本件倉庫部分の「避雷設備」の連乗補正係数は０．７７

６，本件事務所部分の連乗補正係数は０．７９２とされるべきであった。

イ 被告市長の主張

(ア) 主体構造部について

本件建物について，捨てコンクリートは家屋評価の対象にしていない

し，捨てコンクリートを鉄筋コンクリートとして評価した事実もない。

また，土間コンクリートについては，鉄筋コンクリートとして評価し

たが，土間コンクリートは強度上の必要性に応じて鉄筋の入ったものも

一般的に施工されているところであって，その評価に誤りはない。

そして，仮に被告市の評価において，原告指摘のように鉄筋コンクリ

ートの使用量を４０９．４立方メートル過大に計上する誤りがあったと

しても，本件建物１平方メートル当たりの再建築費評点数における差は

２８５点程度にすぎず，重大な錯誤とはいえない。

この点，固定資産評価は評価基準や取扱要領に従って行われるもので

あるが，これらの基準へのあてはめに際しては，固定資産評価員の専門

的判断が当然に入るものであること，固定資産評価額は固定資産課税台

帳に登録したうえで縦覧手続きを経て確定するという原則（法３８０条

１項，４１６条参照）がとられていること，自治省(当時)通達において

も「重大な錯誤」（法４１７条）とは客観的に明らかに重大な錯誤と認

められる場合と定義されていることなどに照らせば，そもそも評価員の

個別具体的な評価行為の妥当性を取り上げて重大な錯誤であるとするこ
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と自体不当である。

(イ) 基礎について

被告市が，本件建物の倉庫部分につき「地階なし」（地階の面積が建

床面積の８分の１以下）の評点を選択すべきところ，誤って「地階あ

り」（地階の面積が建床面積の８分の１以上であること）の評点を選択

したことは事実であるが，以下のとおり，このことは，基礎についての

最終的な評点算出において，むしろ原告に有利に働いており，重大な錯

誤とはいえない。

まず，根切りについては，地階ありの場合，標準評点が２００００点，

補正係数が０．１２８（深さの補正２８．４３９×地階の補正１．０×

地盤の補正１．５×敷地の補正１．０×面積の補正０．００３）である

から，部分別評点はその積である２５６０点となるのに対し，地階なし

の場合，標準評点が４６５０点，補正係数が０．７１４（深さの補正２．

７０３×地盤の補正１．５×敷地の補正１．０×面積の補正０．１７

６）であるから，部分別評点はその積である３３２０点（７６０点の増

加）となる。

他方，杭については，地階ありの場合，標準評点が３２９００点，補

正係数が０．０６６であるから，部分別評点はその積である２１７１点

となるのに対し，地階なしの場合は標準評点が２４６００点に下がるか

ら，部分別評点は１６２３点（５４８点の減少）となる。

したがって，根切り及び杭を総合すると，地階なしで計算した方が，

部分別評点が２１２点増加する結果となるから，本件建物が地階ありで
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計算されたことは原告に有利に働いていたということになる。

(ウ) 床仕上げについて

床仕上げに関して評点択一を誤った事実はない。平成６年度評価基

準では評点項目の中に長尺塩化ビニルシートが設定されていなかった

ので，類似した素材であるクッションフロア硬質を評点項目として選

択したものである。

また，原告の主張は，評点項目の択一という評価員の個別具体的な

評価行為の妥当性を問題とするものであるが，この点は，上記(ア)の

とおり「重大な錯誤」を構成しない。

(エ) 屋根仕上げについて

屋根仕上面積が過大に計上された事実はない。

また，原告の主張は，施工結果の評価・判断という評価員の個別具体

的な評価行為の妥当性を問題とするものであるが，この点は，上記(ア)

のとおり「重大な錯誤」を構成しない。

(オ) 給水設備について

規模補正につき，補正係数選択に当たって，本件事務所部分の補正係

数を１．０ではなく，０．８６とすべき誤りがあったことは認めるが，

本件建物（床面積２万８０００平方メートル規模）において，本件事務

所部分（床面積３０００平方メートル規模）の占める割合は一部にすぎ

ないから，本件事務所部分につき規模補正を誤ったとしても，重大な錯

誤には当たらない。

また，平成６年度市取扱要領上，「集中性」及び「設備の多少」の項
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目による補正の必要がないことは上記(2)イ(ウ)ａのとおりである。な

お，原告は水栓数の個数から比例計算により「設備の多少」の項目によ

る補正係数を求めているが，「設備の多少」の補正係数は水栓数を一つ

の指標として給水全体の設備をみて求めるものであって，水栓数のみを

手がかりとして，評価基準所定の下限を遙かに超えて補正係数を求める

原告の手法は失当である。

(カ) 排水設備について

上記(オ)のとおり，本件事務所部分について規模補正を誤ったことは

認めるが，重大な錯誤には当たらない。

また，平成６年度市取扱要領上，「方式」，「集中性」及び「設備

の多少」の項目による補正の必要がないことは上記(2)イ(ウ)ｂのとお

りであり，「設備の多少」の補正係数の算定に当たって器具数のみを

手がかりとして評価基準所定の下限を遙かに超えて補正係数を求める

原告の手法の問題性は上記(オ)で述べたとおりである。

(キ) 換気設備について

本件建物のうち，事務所部分においては，冷暖房設備の設置されてい

る部分の施工割合は全体の５０％，換気設備が設置されている部分の施

工割合は全体の３７％であって，両設備の設置面積の割合は全体の８７

％である。また，倉庫部分においては，冷暖房設備の設置されている部

分の施工割合は全体の１％，冷房設備のみ設置されている部分の施工割

合は全体の７％，換気設備のみ設置されている部分の施工割合は全体の

７３％であって，いずれかの設備が設置されている面積の割合は全体の
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８１％である。

このように，本件事務所部分・本件倉庫部分のいずれについても，冷

暖房及び換気設備の設置割合の合計は１００％に満たないのであって，

原告の主張するような二重計上は生じていない。

(ク) 仮設工事について

仮設工事の評点数は，① 仮設の難易度による補正係数と② 建物規模

による補正係数を掛け合わせて算出されるところ，本件建物の北面の一

部に道路一本を隔てて磯子消防署水上消防出張所の建物が存在するから，

①本件建物の仮設の難易度の補正係数は「ふつう」の１．０が適当であ

り，本件建物は７階建てであるから，②建物規模の補正係数は「高層」

の１．２０が適当である。なお，原告の主張は，仮設難易度の評価・判

断という評価員の個別具体的な評価行為の妥当性を問題とするものであ

るが，この点は，上記(ア)のとおり，そもそも「重大な錯誤」を構成し

ない。

(ケ) 床構造について

本件建物の床構造は，ＰＣ板を評点付設しているところ，これは主体

構造と同一の資材ではないし，そもそも主体構造の数量に含まれていな

いから床構造に別途評点付設することに誤りはない。

(コ) 天井仕上げについて

倉庫部分の天井仕上げを過大に評価した事実はない。

また，原告の主張は，グラスウール板等を天井仕上げと評価した評価

員の個別具体的な評価の妥当性を問題とするものであるが，この点は，
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上記(ア)のとおり，そもそも「重大な錯誤」を構成しない。

(サ) 動力配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｃのとおり，合理

的な理由から動力負荷の補正項目が省かれたものであるから，そのよう

な補正を行う必要はないし，重大な錯誤に当たらない。

(シ) 電灯コンセント配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｄのとおり，合理

的な理由から「配置」の補正項目が省かれたものであるから，そのよう

な補正を行う必要はない。なお，原告は本件倉庫部分について，電灯や

コンセントの個数を挙げて，「配置」の補正項目があれば，補正係数０．

２５が適用されたはずである旨主張するが，電灯やコンセントの個数は

単に一つの指標にすぎず，補正係数は電灯，コンセント配線設備の全体

をみて算出されるものであるから，電灯等の個数のみに着目する原告主

張の方法は失当である。

また，本件事務所部分の補正係数を１．０ではなく，０．８６とすべ

きであったが，この誤りが本件建物の評価額及び税額に与える影響は僅

少であり，重大な錯誤には当たらない。

(ス) 蛍光灯用器具設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｅのとおり，合理

的な理由から「配置」の補正項目が省かれたものであるから，そのよう

な補正を行う必要はない。なお，原告は本件倉庫部分について，蛍光灯

の個数を挙げて，「配置」の補正項目があれば，補正係数０．２４が適
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用されたはずである旨主張するが，「配置」の補正は，蛍光灯の個数そ

のものをみるのではなく，蛍光灯用器具の配置の多少により，これに必

要な工事が増減することに着目してされるものであるから，個数のみに

着目する原告主張の方法は失当である。

(セ) 拡声器配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｆのとおり，合理

的な理由から「器具数」の補正項目が省かれたものであるから，そのよ

うな補正を行う必要はない。なお，原告は本件倉庫部分について，拡声

器の個数を挙げて，「器具数」の補正項目があれば，補正係数０．２４

が適用されたはずである旨主張するが，「器具数」の補正は，器具の数

そのものではなく，器具数を手がかりに，拡声器設備全体のうち９２パ

ーセントを占める配線・配管量の相違をみるものであるから，器具数の

みに着目する原告主張の方法は失当である。

(ソ) 電気時計配線設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｇのとおり，合理

的な理由から「器具数」の補正項目が省かれたものであるから，そのよ

うな補正を行う必要はない。なお，原告は本件倉庫部分について，電気

時計の個数を挙げて，「器具数」の補正項目があれば，補正係数０．２

１が適用されたはずである旨主張するが，「器具数」の補正は，器具の

数そのものではなく，器具数を手がかりに，電気時計設備全体のうち９

１パーセントを占める配線・配管量の相違をみるものであるから，器具

数のみに着目する原告主張の方法は失当である。
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(タ) ガス設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｈのとおり，合理

的な理由から「集中性」の補正項目が省かれたものであるから，そのよ

うな補正を行う必要はない。

(チ) 火災報知設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｉのとおり，合理

的な理由から「器具数」の補正項目が省かれたものであるから，そのよ

うな補正を行う必要はない。

(ツ) 消火栓について

規模について本件事務所部分の補正係数を１．０ではなく，０．８６

とすべき誤りはあったが，重大な錯誤には該当しない。

(テ) 避雷設備について

平成６年度市取扱要領においては，前記(2)イ(ウ)ｊのとおり，合理

的な理由から「突針数」の補正項目が省かれたものであるから，そのよ

うな補正を行う必要はない。

３ 争点３（本件各課税処分等の無効原因の有無）について

(1) 原告の主張

ア 納税者は，課税処分が無効と認められるような場合には，その取消しを

待たずに過誤納税額を法律上の原因を欠く不当利得であるとして，一般の

正義公平の原則に基づき，返還を求めることができる。

イ そして，課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので，処分

の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないことからすれば，課
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税処分については，瑕疵の存在が客観的に明白（瑕疵の明白性）でなくと

も，処分に内在する瑕疵が内容において重大な法規違反であれば（瑕疵の

重大性）当然無効になると解すべきである。

ウ 前記２(1)ないし(3)の各アのとおり，平成６年度評点数には重大な錯誤

があるから，これに評点変動率を乗じるなどして算出された評点数から求

められた本件各登録価格にも重大な錯誤があることになる。そうであれば，

本件各登録価格を決定した本件各価格決定及びこれに基づいて課税した本

件各課税処分には重大な瑕疵があるというべきであって，これらの処分は

いずれも当然に無効である。

エ なお，仮に本件各課税処分等に重大な瑕疵があるといえない場合であっ

ても，少なくとも評価基準に基づかない違法な賦課処分である以上は，平

成１１年度分ないし平成１５年度分の固定資産税及び都市計画税の過大納

付分に関しては，過納金還付金請求として原告の請求は認容されるべきで

ある。

(2) 被告市の主張

争う。本件各登録価格及び本件各価格決定に重大な過誤のないことは前記

２(1)ないし(3)の各イの被告市長の主張のとおりであり，これに基づく本件

各課税処分等に重大な瑕疵はない。

４ 争点４(本件各課税処分等の違法を理由とする国家賠償請求は認められるか)

について

(1) 原告の主張

ア 国賠法１条１項の「違法」が認められるためには，行政処分（賦課処



- 38 -

分）の無効要件である重大明白な違法までは必要ではなく，軽微であって

も違法があれば足りると解すべきである。

イ この点，法は市町村長は固定資産評価基準によって固定資産の価格を決

定しなければならないと規定しており（４０３条１項），同基準に反する

固定資産評価は原則として違法となるところ，本件で平成６年度評点数は，

上記２(2)及び(3)の各アのとおり，本件建物の性状に関して事実を誤認す

るなどして固定資産評価基準の適用を誤ったものとして違法なものである。

ウ したがって，これに基づいてされた本件各課税処分等は「違法」（国賠

法１条１項）である。

(2) 被告市の主張

ア 法は，登録価格については，審査委員会に対する審査申出及び同委員会

の決定に対する取消訴訟のみによって争うものとして争訟方法を特定し

（４３４条２項，４３２条１項），出訴期間等についても制限をしている

ところ（４３２条１項等），登録価格の違法性を先決問題とする国家賠償

請求という形で争うことを許せば，地方税法の上記の趣旨を没却すること

となる。

イ また，行政処分は，たとえ違法であっても，その違法が重大かつ明白で

当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては，適法に取

り消されない限り完全にその効力を有する（行政処分の公定力）ものと解

すべきである（最高裁昭和３０年１２月２６日第三小法廷判決・民集９巻

１４号２０７０頁参照）。そうすると，本件国家賠償請求のように，適法

に取り消されたわけではない登録価格決定及び賦課処分を違法であるとし
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て，これにより納付した過払税相当額を損害として賠償請求することは，

上記のように行政処分に公定力が認められることと矛盾するものである。

ウ したがって，原告は，適法に取り消されたわけでもない本件各価格決定

の「違法」を主張することは許されず，本件各課税処分等の「違法」を理

由とする原告の主張は理由がない。

５ 争点５（原告の過納金額ないし損害額）について

(1) 原告の主張

ア 本件建物を平成１５年度評価基準に基づいて評価し直すと，各部分別の

再建築費評点数は別紙３の「合計」欄記載のとおりとなり，本件倉庫部分

については合計１８億４０６２万４８２９点，本件事務所部分については

合計４億６８５６万８４５２点，両社を合計して総合計２３億０９１９万

３２８１点となる。

イ 建物の評価額は，評点数と評点１点当たりの価額の積であるが，このう

ち前者は再建築費評点数に損耗の状況による減点補正率（経年減点補正率

と損耗減点補正率とから成る）及び需給事情による減点補正率を乗じて求

めることとされ，後者は１円に物価水準による補正率と設計管理費等によ

る補正率を乗じて求めることとされている。

ウ そこで本件建物について検討すると，本件においては損耗減点補正率及

び需給事情による補正率はいずれも考慮しないこととして，本件倉庫部分

は，経年減点補正率が０．８２２２，物価水準による補正率が１．１０で

あるから，これらに前記アの本件倉庫部分にかかる再建築費評点数を乗じ

て，評価額は１６億６４２９万２９７０円となり，本件事務所部分につい
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ては，経年減点補正率が０．８７６９，物価水準による補正率は１．１０

であるから，これらに前記アの本件事務所部分にかかる再建築費評点数を

乗じて，評価額は４億５１９７万６４４３円となる。そうすると，本件建

物全体の適正な時価は２１億１６２６万９４１３円となるところ，被告市

長は平成１５年度における本件建物の評価額を２５億７９５３万９１５８

円としており，上記適正な時価との差額分４億６３２６万９７４５円に課

された固定資産税及び都市計画税（税率合計１．７パ－セント）７８７万

５５８５円が同年度の過納金ないし損害額となる。

エ また，平成１４年度以前については，本件建物の価格は前年度と同じに

なるか，物価下落や経年減価により下がることはあっても上がることはな

いから，平成１４年度から平成６年度に遡るにつれて，毎年原告に課され

た過大な税負担は１年度当たり７８５万５５８５円を上回ることはあって

も下回ることはない。そうであれば，原告は，平成６年度から平成１５年

度にかけて，本件建物について少なくとも７８７５万５８５０円を毎年過

大に納付してきたことになる。

オ そして，各年度分の固定資産税等の納期限が各年度の２月末日であるこ

とから，被告市は遅くともその翌日から法律上の原因のない利得を有して

いたことになり，利息（還付加算金）ないし遅延損害金も各年度の３月１

日から発生することとなる。

(2) 被告市の主張

争う。

第５ 当裁判所の判断
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１ 争点１（本件義務付けの訴えの適法性）について

(1) 本件義務付けの訴えは，原告が，被告市長に対して，法４１７条１項に

基づき登録価格を修正し，修正された価格を固定資産課税台帳に登録するよ

う求める訴えであるところ，法は上記修正及び登録の各処分について納税者

の申請権を規定してはいない。そうすると，本件義務付けの訴えは，いわゆ

る非申請型の義務付けの訴え（行訴法３条６項１号）に当たるものと解され

る（なお，本件義務付けの訴えは，平成１６年法律第８４号による改正前に

提起されたものであるが，同法附則２条により同法による改正後の行訴法が

適用される。）。

この点，非申請型の義務付けの訴えが適法な訴えとなるためには，行訴法

３７条の２に定められた訴訟要件を満たす必要があるが，このこととは別に，

同訴えが地方税法上の処分を求めるものであることから，同法の構造等から

してこのような訴えが許容されるかどうかを検討する必要がある。

(2) ところで，登録価格の決定について，法は，登録価格に不服のある固定

資産税の納税者は審査委員会に審査の申出をすることができ（法４３２条１

項），同委員会の決定に不服があれば，その取消しの訴えを提起できるとし

（法４３４条１項），その一方で，これらの方法によらなければ登録価格に

ついては争うことができない旨規定している（法４３４条２項）。

(3) これを本件についてみると，本件義務付けの訴えは，本件登録価格が違

法に高額であるとしてその修正を求めるものであるから，本件登録価格につ

いて不服がある場合に当たる。したがって，原告としては，本件登録価格決

定に対して不服があれば，審査委員会に対する審査の申出，及び，同委員会
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の決定に対する取消訴訟を提起する方法によってのみ争うことができるとさ

れているのであり，これによれば，法は，本件義務付けの訴えのような被告

市長を相手として本件登録価格の修正等の義務付けを求める訴えを許容して

いないものと解するのが相当である。

(4) なお，原告は，① 国税（国税通則法２３条１項）と比較して登録価格に

対する審査申出期間が短いこと，② 本件登録価格は基準年度のものではな

く，審査の申出をすることができないから（法４３２条１項ただし書），法

４３２条２項の「固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事

項」には当たらないこと，③ 登録免許税法３１条２項所定の請求の手続に

よらないで過誤納金の還付請求をすることを認めた最高裁平成１７年４月１

４日第一小法廷判決が理由として挙げた事情が本件にも妥当することなどを

理由として，本件義務付けの訴えは法４３２条１項，４３４条２項に反しな

い旨主張する。

しかしながら，上記①の点は立法論というべきであり，６０日という期間

が不当に短期であるとはいえないし，上記②の点は，基準年度外の登録価格

についても，基準年度に登録価格を争うことができ，それによって登録価格

を争う機会は与えられているといえるから，「固定資産評価審査委員会に審

査を申し出ることができる事項」に当たらないとはいえない。上述した法の

規定からすれば，法が，基準年度外の登録価格については審査委員会の審査

を経ずに，自由に争えるものとしているとは到底解し得ない。また，上記③

の点については，登録価格等の不服について，４３２条１項及び４３４条１

項の「規定によることによつてのみ争うことができる」として争訟方法を限
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定している法４３４条２項と，登記等を受けた者が登記機関に対して過大に

納付した登録免許税の額を納税地の所轄税務署長に通知すべきよう請求する

ことができるとして簡易迅速な還付を受ける方法を保障する登録免許税法３

１条２項とは，そもそも規定の仕方からして，争訟方法を広く認めるかどう

かについての方向性を異にしているのであり，原告が指摘する最高裁平成１

７年４月１４日第一小法廷判決が理由として挙げた事情が本件義務付けの訴

えについて妥当するとしても，そのことから直ちに法４３２条１項，４３４

条１項の規定によらない登録価格の争訟方法が認められるということにはな

らない。

(5) したがって，本件義務付けの訴えは，法４３２条１項，４３４条に照ら

し，不適法なものであって，却下を免れない（したがって，争点２について

は検討するまでもない。）。

２ 争点３（本件各課税処分等の無効原因の有無）について

(1) 原告は，本件各課税処分等には重大な瑕疵があるとして，これらはいず

れも当然に無効である旨主張する。

(2) この点，上記１(2)でも言及したとおり，登録価格の決定については，法

は，登録価格に不服のある固定資産税の納税者は審査委員会に審査の申出を

することができ（法４３２条１項），同委員会の決定に不服があれば，その

取消しの訴えを提起できるが（法４３４条１項），これらの方法によらなけ

れば登録価格については争うことができず（法４３４条２項），また，固定

資産税の賦課についての不服申立てにおいて，審査申出の可能な価格につい

ての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができな
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い旨規定している（法４３２条３項）。

また，前記の審査委員会への審査申出及び同委員会の決定に対する取消訴

訟のいずれについても，法定期間の遵守が要求され（法４３２条１項，行訴

法１４条），その所定期間を徒過した後においては，当該登録価格について

の過誤を理由としてその効力を争うことはできないものとされている。なお，

都市計画税についても同様の規律がある（法７０２条の８第２項）。

もっとも，法は，このような原則に対して，登録価格決定についても，そ

れに対する行政上の不服申立手続や出訴期間の遵守を要求しないで，その効

力を争い得る例外的な場合の存することまでを否定しているものではなく，

当然に無効とすべきような登録価格決定については，当該決定が無効である

ことの確認を求め得るほか，それを前提とする現在の法律関係について争う

ことも許容しているものと解される。しかし，このように，登録価格決定及

びそれに基づいてされた課税処分が当然に無効となる場合を認めるとしても，

その場合には出訴期間等の制限を受けることなく，何時まででも当該決定な

いし処分の効力を争うことができることとなって，法的安定性を害すること

になるから，上記のように当該決定ないし処分が当然に無効と解される場合

というのは，当該登録価格の決定ないしこれを前提とする課税処分における

内容上の過誤が課税要件の根幹について存在し，徴税行政の安定とその円滑

な運営という要請を斟酌してもなお，不服申立期間の徒過による不可争的効

果の発生を理由として被課税者に当該処分等による不利益を甘受させること

が著しく不当と認められるような例外的事情のある場合に限られるものと解

するのが相当である（最高裁昭和４８年４月２６日第一小法廷判決・民集２
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７巻３号６２９頁参照）。

(3) 前記３(1)ウのとおり，原告は，平成６年度評点数の重大な錯誤を理由に，

本件各課税処分等の無効を主張するものであるから，以下，原告が重大な錯

誤として主張する各瑕疵が上記の例外的事情のある場合に該当するかどうか

を検討することとする。

ア 平成６年度市取扱要領の違法性について

(ア) 平成６年度市取扱要領には，平成６年度評価基準と比較した場合，

欠けている補正項目があるが，この点について，被告横浜市は合理的な

理由に基づいて補正項目を削除・併合したためであると説明している。

(イ) よって検討するに，固定資産税における課税標準は当該土地又は家

屋の基準年度に係る賦課期日における価格とされ（法３４９条１項），

この価格とは「適正な時価をいう。」とされている（法３４１条５号）。

そして，総務大臣（平成６年当時は自治大臣）は，固定資産の評価の

基準並びに評価の実施の方法及び手続（固定資産評価基準）を定め，こ

れを告示しなければならない（法３８８条１項）とされ，家屋に関して

いえば，この評価基準に従って決定した価格は，評価基準が定める評価

の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情

又は評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存し

ない限り，適正な時価であると推認するのが相当であると解されている

（最高裁平成１５年７月１８日第二小法廷判決・裁判集民事２１０号２

８３頁）。

また，評価基準自体においても，「市長村長は・・・非木造家屋再建
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築費評点基準表を家屋について適用する場合において・・・所要の評点

項目及び標準評点数がないとき，その他家屋の実態からみて特に必要が

あるときは・・・非木造家屋評点基準表について所要の補正を行い，こ

れを適用できるものとする」（評価基準第１節通則六再建築費評点基準

表の補正１），「市町村長は・・・当該家屋の構造等からみて・・・非

木造家屋評点基準表を適用して評価することが困難なものがあるとき，

又は適当でないものがあるときは，当該家屋の構造，様式，施工量等の

実態に応じ・・・非木造家屋評点基準表の例によって当該家屋にかか

る・・・非木造家屋評点基準表を作成してこれを適用するものとする」

（同２）として，一定の事情がある場合には，市町村長が評価基準の定

める評点基準表を補正して適用し，あるいはこれと異なる評点基準表を

作成して適用することを認めている。

(ウ) 以上のことからすると，評価基準により難い事情ないしこれによる

ことが困難，不適当と認められる事情もないのに，評価基準と異なる基

準を定めて固定資産の価格を評価，決定することは許されないのであり，

その結果として算定された価格が適正な時価ないし評価基準に基づいて

算定される価格を超える場合には，当該価格決定は違法といわざるを得

ない。

(エ) 上記のことを平成６年度市取扱要領についてみると，同要領では評

価基準が定める幾つかの補正項目が欠落しており，被告市の主張によっ

ても，その理由は，評価基準により難い等の事情に基づくものではなく，

評価の合理化ないし簡易化の点にあったものと認められるから，そのよ
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うな理由に基づいて評価基準と異なる基準を定めることが許されるかは

疑問なしとしない。

そして，平成６年度市取扱要領の内容をみると，例えば，同要領では，

給水設備及び排水設備について，平成６年度評価基準にある「規模」，

「集中性」及び「設備の多少」による補正を「規模」による補正に一本

化している。動力配線設備，電灯コンセント配線設備，ガス設備の各設

備についても同様に平成６年度評価基準にある幾つかの補正項目を「規

模」による補正に一本化している。

しかし，平成６年度市取扱要領における「規模」の補正係数は，建物

の用途による区分けをしているものの，本件建物が属すると思われる

「その他」の建物についてみると，平成６年度評価基準のそれに，延べ

床面積が３３０平方メートル程度，３３０００平方メートル程度の場合

の補正係数を追加したものにすぎず，この補正によって，本件建物の場

合には平成６年度評価基準では規模による補正としては最下限である０．

９３という補正係数が０．８６付近にまで低下し得るが，これによって

被告らが併合したと主張する他の補正項目が考慮されているかは疑わし

い。この点は，建物の規模が１００００平方メートルであれば，基本的

に補正係数に差がないと考えられることに照らしてみれば明らかである。

また，平成６年度市取扱要領において給水設備，排水設備，動力配線設

備，電灯コンセント配線設備，ガス設備の各設備における「規模」の補

正係数は同一であるが，「規模」の補正に併合された補正項目は各設備

とも同一というわけではないから，各設備について併合後の「規模」の
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補正係数が同一になるということも納得しにくい。もともと，平成６年

度評価基準が「規模」による補正のほかに，「集中性」や「設備多少」

による補正項目を設けているということは，「規模」の補正だけでは建

物の価格を評価しきれない面があるために別の観点からの補正も必要と

しているものと考えるのが自然であり，建物の規模をみることによって

｢集中性｣や「設備の多少」といった別の事柄が同時に考慮されていると

いうことには無理がある。

また，平成６年度市取扱要領では，給水設備，排水設備，蛍光灯用器

具設備，拡声器配線設備，電気時計配線設備，火災報知設備，避雷設備

において平成６年度評価基準が定めている補正項目の幾つかが削除され，

その点での補正を考慮しないこととされているが，その項目による補正

が必要となる場合が少ないというのであれば補正しなければ足りること

であるし，他の補正項目で考慮されるというのに無理があることは上記

のとおりであって，いずれにしても直ちに平成６年度評価基準の許容す

る範囲内のことということはできない。

(オ) 上記のように，平成６年度市取扱要領に従った補正が行われた場合

に，合理的理由もなく平成６年度評価基準が予定している評点数を超え

る可能性があることは否定できないというべきである。

しかしながら，平成６年度市取扱要領で問題となっている補正は評価

の対象となる家屋が，標準評点数の積算の際に基礎とされた標準的な家

屋と異なる場合に，当該家屋の実態に適合した評点数を求めるために行

われる作業であって，その点に誤りがあれば最終的には課税処分の違法
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として問題にし得る性質のものである。そして，平成６年度市取扱要領

の問題点は，上記のように，固定資産評価基準が定める補正項目の一部

が欠如しているということであって，原告が種々主張するところを斟酌

しても，同要領が平成６年度評価基準の示す内容を根本的に潜脱，改変

したものとまでいうことはできない。

してみると，平成６年度市取扱要領に基づいて行われた課税処分等は，

結局のところ，幾つかの設備について，平成６年度評価基準が示してい

る補正が行われていないということに帰着するものというべきであって，

前記(2)で述べた判断基準に照らすならば，本件各課税処分等が同要領

を適用して行われているということ自体は同処分等を無効とすべきほど

の重大な瑕疵とまでは認められないものと解するのが相当である。

イ 平成６年度の個々の部分別評点付設における瑕疵について

(ア) 原告は，給水設備，排水設備，動力配線設備，電灯コンセント配線

設備，蛍光灯用器具設備，拡声器配線設備，電気時計配線設備，ガス設

備，火災報知設備，避雷設備の各設備について，一部補正項目を欠いた

平成６年度市取扱要領を適用して行われた評点付設には重大な瑕疵があ

る旨を主張する。

しかし，この点は前記アで検討したとおりであり，平成６年度市取扱

要領に基づいて評点付設が行われていること自体をもって本件各課税処

分を無効とすべきほどの瑕疵とは認められないし，その結果として上記

各設備について所要の補正が行われていないとしても，その評点付設に

本件各課税処分等を無効ならしめるまでの重大な瑕疵があるということ
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はできない。

(イ) また，原告は，給水設備，排水設備，仮設工事及び消火栓設備につ

いて，補正係数の選択を誤った瑕疵がある旨を主張し，本件事務所部分

の給水設備，排水設備及び消火栓設備の「規模」の補正について補正係

数を誤った点については被告市も認めるところではあるが（なお，被告

市は，本件事務所部分については，他の設備に関しても「規模」の補正

係数を誤った旨認めている。），このような補正係数の選択に係る誤り

は，個別的な判断の誤りであって，補正が前提とされている点で，補正

を欠いている場合に比しても軽微な瑕疵といえ，本件各課税処分等の無

効原因となるようなものとは解されない。

(ウ) その他，原告は，本件建物の各部分の構造や材質等の評価に瑕疵が

あるなどと縷々主張する（前記第４，２(3)アの(ア)，(イ)，(ウ)，

(エ)，(キ)，(ケ)，(コ)）が，これらはいずれも固定資産評価員が平成

６年度市取扱要領を適用するに際しての専門的判断に係る事項であって，

このような固定資産評価員の個別具体的な判断は課税要件の根幹に関わ

る事項とはいえないし，徴税行政の安定とその円滑な運営という要請の

見地からすれば，このような事項は一次的には固定資産評価審査委員会

で審査すべき事項というべきである。したがって，原告が本件建物の各

部分の構造や材質等の評価について主張する瑕疵は，いずれも本件各課

税処分等を無効とするほどの重大な瑕疵には当たらない。

ウ 小括

以上検討したとおり，原告が平成６年度評点付設に関して主張する瑕疵
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は，いずれも本件各課税処分等を無効とするほどの重大な瑕疵ではなく，

これらを総合してみても本件各課税処分を無効とするまでのものとは認め

られない。

(4) よって，本件各課税処分等が無効であるとする原告の主張は理由がなく，

原告の本件還付金等請求及び過納金の不当利得としての返還請求は，その余

の点について検討するまでもなく理由がない。

なお，原告は，仮に本件各課税処分等に重大な瑕疵があるといえない場合

であっても，少なくとも評価基準に基づかない違法な賦課処分である以上は，

平成１１年度分ないし平成１５年度分の固定資産税及び都市計画税の過大納

付分の還付請求は認められるべきである旨主張するが，上記賦課処分は既に

取り消し得ないものとして確定しているのであって，原告の主張は理由がな

い。

３ 争点４（本件各課税処分等の違法を理由とする国家賠償請求は認められる

か）について

(1) 原告は，被告市長による本件各課税処分等は違法であるとして，その損

害賠償として過納金相当額及びこれに対する遅延損害金の請求をしている。

(2) 一般的にいえば，行政処分の違法を理由とする国家賠償請求は，行政処

分の効力そのものを問題とするものではなく，取消訴訟とは目的，要件及び

効果を異にするものであるから，当該処分を取り消すまでもなく可能なもの

と解される。しかしながら，課税処分の違法を理由とする国家賠償請求にお

いて，国家賠償法に基づく損害賠償の請求と過納金の還付請求が同一内容で

あるような場合にも同様に国家賠償請求が可能であるとすると，実質的には，
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当該課税処分を取り消すことなく過納金の返還請求を認めたのと同一の効果

が生じることとなり，不服申立期間の制限等により課税処分を早期に確定さ

せて徴税行政の安定とその円滑な運営を確保しようとした法の趣旨が没却さ

れる結果を招来することになる。したがって，上記のような結果をもたらす

ことになる課税処分の違法を理由とする国家賠償請求については，当該課税

処分が無効なものではなく取り消し得べきものにとどまる場合には，これを

取り消したうえでなければ国家賠償請求を行い得ないものと解するのが相当

である。

(3) これを本件についてみると，原告の被告市に対する平成６年度分ないし

平成１５年度分の固定資産税等の過納金相当額及びこれに対する遅延損害金

の損害賠償請求は，直接は被告市長の価格決定の違法を理由とする請求であ

ると解されるが，実質的には，本件各課税処分等の違法を理由とする請求と

いうべきであり，その内容は被告市に対する過納金の返還請求と同一である。

なお，原告は平成６年度分ないし平成１０年度分の固定資産税等の過納につ

いては不当利得の返還請求という形をとっているが，その実質が過納金の返

還を求めるのと同一であることは明らかである。

そして，本件各課税処分等が無効でないことは前記３で検討したとおりで

あるから，原告は，本件各課税処分を取り消した上でなければ，国家賠償法

に基づいてその過納金相当額及びこれに対する遅延損害金の損害賠償請求を

することはできないというべきである。

よって，原告の被告市に対する平成６年度分ないし平成１５年度分の固定

資産税等の過納金相当額及びこれに対する遅延損害金の損害賠償請求は，そ
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の余の点について判断するまでもなく理由がない。

第６ 結論

以上のとおりであって，本件各訴えのうち，原告の被告市長に対する訴えは

いずれも不適法であるから却下し，被告市に対する請求はいずれも理由がない

から棄却することとし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴

訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。

横浜地方裁判所第１民事部

裁 判 長 裁 判 官 河 村 吉 晃

裁 判 官 植 村 京 子

裁 判 官 毛 利 友 哉


